
NPO法人

DV被害者
支援活動促進の
ための基金

ともに手をとり
被害者を

支援しましょう。

寄付金を随時受け付けております。
みなさまの温かい心をお待ちしております。

ＤＶの加害者とは

この基金の運営に参画し、
基金の趣旨について広く理解と協力の
輪を広げる会員を募集します。

専用の振り込み用紙がございます。下記へお問い合わせください。

■振り込み先

■お問い合わせ先

郵便口座名：DV被害者支援活動促進のための基金
口座番号：00170-3-583758

個人会員　年会費　  3,000円
団体会員　年会費　10,000円

特定非営利活動法人
「DV被害者支援活動促進のための基金」事務局

TEL
携帯
E-mail
URL

〒263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-20-11エクセル401
043-246-1350
090-7907-7339
dvkikinn@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/DVkikinn/

　加害者は特権意識が強く、家族を支配し、服従させようと
します。そのために、身体的暴力のみならず、経済的、心理
的、社会的にコントロールしようとします。
　暴力行為の背景には男は仕事、女は家事育児という性別
役割分業意識・ジェンダー意識・暴力のある家庭で育ったな
どの点があるとされます。

　暴力行為のある家庭で育った子ども達は自身もまた暴力
の被害を受けることが多く、不安や恐怖から無力感にさいな
まれ、自分を責め、自信をなくし、子どもの情緒的成長に大き
な影響を与えます。時には疾病に進む場合もあります。家庭
内での健全なコミュニケーション力が育成されず、「暴力の
連鎖」を生むことがあります。

　2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律」が施行され、配偶者からの暴力は重大な人
権侵害であり、社会問題であるとの認識が高まっています。
　「暴力」とは、身体的暴力だけでなく、精神的・経済的・性
的・社会的暴力も含まれます。被害者は、裁判所に保護命令
（接近禁止命令・電話等禁止命令・退去命令等）を申し立て
ることができます。専門相談機関にお問い合わせ下さい。

ＤＶは社会問題です
　ドメスティック・バイオレンスは、家庭内の問題として、
かたづけられてしまいがちですが、犯罪であり、社会的に
大きな影響を与える問題です。問題は、被害者ではなく、
暴力を振るう加害者にあるのです。それを容認している
社会にもあるのです。

寄付金募集

DV被害者支援活動
促進のための基金

会員募集
ドメスティック・バイオレンスについて

子ども等への影響

ＤＶ防止法の施行


